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相模原市高齢者あんしん相談ネットワーク事業 
 
 
１ 趣旨 

高齢者やその家族等が住み慣れた地域において安心して生活することができるよう、介

護の悩みや介護保険制度等に関する相談をより身近なところで行うことを目的とする。 

 
２ 実施場所 

介護保険サービスにおける入所系サービス及び居住系サービスを提供する事業所のうち、

事業実施に協力いただける事業所（以下「協力事業所」という。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３ 主な事業内容 

次の内容とし、各協力事業所において無理のない対応可能な範囲内で実施するものと  

する。 

① 介護の悩みや介護保険制度等に関する相談対応 

② 高齢者の在宅福祉サービス等に関する各種印刷物等の配布及び説明 

③ 地域の高齢者や家族等からの相談を受付け、必要に応じて地域包括支援センター等につ

ないでいく 

④ 養護者による虐待等、困難な相談については早急に、各地域包括支援センターまたは各

高齢・障害者相談課につなぐ。 

⑤ 相談終了後に、随時高齢・障害者支援課にメールまたは FAX で報告する。 
 
４ 受付時間 

各協力事業所において対応可能な時間に受付ける。 

＝対象となる事業所の種別＝ 

○介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 

○介護老人保健施設 

○介護医療院 

○認知症対応型共同生活介護（グループホーム） 

○小規模多機能型居宅介護《認知症対応型共同生活介護併設を除く》 

○看護小規模多機能型居宅介護 

○特定施設入居者生活介護《介護付有料老人ホーム、ケアハウス等》 

○短期入所生活介護《介護老人福祉施設の併設を除く》 
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５ 登録方法 

事業の趣旨に賛同する事業所は、別紙１「相模原市高齢者あんしん相談ネットワーク   

事業登録申請書」及び別紙２「相模原市高齢者あんしん相談ネットワーク事業協力に伴う

アンケート」に必要事項を記載し、直接または郵送にて市へ提出する。 

市は、申請のあった事業所について介護保険指定事業所であることを確認のうえ、協力

事業所として登録し、看板及び必要なマニュアルやチラシなどの印刷物等を送付する。 

 

６ 周知・広報等 

市民に対し広く周知するため、次に掲げる事項を行う。 

① 協力事業所は、市から配布される看板を市民から見やすい場所に掲出する。 

② 市は、別紙１「相模原市高齢者あんしん相談ネットワーク事業登録申請書」の内容

に基づき、事業所名・所在地等を市ホームページに掲載する。 

 

７ 登録廃止 

協力事業所が事業に協力できなくなったときは、別紙３「相模原市高齢者あんしん相談

ネットワーク事業登録廃止届」に必要事項を記載し、市に直接または郵送にて報告すると

ともに看板を返却するものとする。 

 

８ 地域包括支援センターとの連携について 

（１）地域包括支援センターの役割 

地域包括支援センターは、高齢者に関する総合相談の窓口として、市内２９か所に設

置されている。主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師等の専門職を中心に職員が連

携して、地域で暮らす高齢者に関する様々な相談を受け止め、個々の状況に応じた総合

的なアセスメントを行い、医療や介護等の関係機関や、様々な制度及びサービス等に適

切につなぐ等、継続的に支援していくことを目的に総合相談を実施している。 

 
（２）対応方法（図１ 相談受付対応の流れ参照） 

高齢者や家族からの相談依頼を受付けた場合、対象者の居住地区を担当する地域包括

支援センター（Ｐ５「地域包括支援センター一覧」参照）を案内するとともに、必要な      

パンフレット等を配布し、説明する。 

地域担当の地域包括支援センターが不明な場合は参考資料２「地域包括支援センター

担当地区一覧」を参照するか、各高齢・障害者相談課または各福祉相談センター（Ｐ４

「関係機関一覧」参照）に問合せる。 

緊急性を要する場合や、相談者自ら地域包括支援センターに相談できない場合などに

は、個人情報の提供についての同意を口頭により得て、地域包括支援センターに電話連
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絡をする。連絡を受けた地域包括支援センターは対象者または家族に連絡し、相談内容

を確認し支援を開始する。 

養護者による虐待が疑われるときは、地域包括支援センターまたは各高齢・障害者相

談課に電話報告をする。 

 
 
９ 報告 

  協力事業所は、受付けた相談の実績について、高齢・障害者支援課に報告をする。 

（１） 報告様式  別紙４「高齢者あんしん相談ネットワーク事業相談実績報告」 

（２） 報告方法  ＦＡＸまたはメールにて報告 

（３） 報告時期  相談を受けた場合に随時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提出・返却先】 

○高齢・障害者支援課 

・所 在 地  相模原市中央区富士見６－１－１ ウェルネスさがみはらＢ館３階 

・郵 送 先   〒２５２－５２７７  相模原市中央区中央２－１１－１５ 

・電   話    ０４２－７６９－９２４９（直通） 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０４２－７６９－５７０８ 

・電子メール     k-s-shien@city.sagamihara.kanagawa.jp 

mailto:k-s-shien@city.sagamihara.kanagawa.jp
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関係機関一覧                               

相模原市地域包括ケア推進部 

夜間・休日の場合 

連   絡   先 

ホッと！ 

あんしんダイヤル 

電話 ０１２０－２６８－１２４ 

★高齢者の介護家族等の日々の悩みや心配事に、看護師やケアマネ 

 ジャー等の資格を有する専門相談員が対応。必用に応じて市の窓口 

を案内する。 

★受付時間 平日：午後５時～翌朝午前８時３０分 

土・日曜日、祝日等：２４時間 

 

市役所代表 

電話 ０４２－７５４－１１１１ 

★養護者による高齢者虐待の場合に連絡する。守衛が通報先を確認し、

担当課に連絡する。 

 

課 名 連   絡   先 

高齢・障害者支援課 

（高齢支援班） 

電話 ０４２－７６９－９２４９ 

〒252-5277 中央区富士見６－１－１（ウェルネスさがみはらＢ館３階）  

緑高齢・障害者相談課 

（高齢福祉班） 

電話 ０４２－７７５－８８１２ 

〒252-5177 緑区西橋本５－３－２１（緑区合同庁舎３階） 

城山福祉相談センター 
電話 ０４２－７８３－８１３６ 

〒252-5192 緑区久保沢１－３－１（城山総合事務所本館１階） 

津久井高齢・障害者相談課 

（地域・高齢福祉班） 

電話 ０４２－７８０－１４０８ 

〒252-5172 緑区中野６１３－２（津久井保健センター１階） 

相模湖福祉相談センター 
電話 ０４２－６８４－３２１５ 

〒252-5162 緑区与瀬８９６（相模湖総合事務所２階） 

藤野福祉相談センター 
電話 ０４２－６８７－５５１１ 

〒252-5152 緑区小渕２０００（藤野総合事務所２階） 

中央高齢・障害者相談課 

（高齢福祉班） 

電話 ０４２（７６９）８３４９ 

〒252-5277 中央区富士見６－１－１（ウェルネスさがみはらＡ館１階） 

南高齢・障害者相談課 

（高齢福祉班） 

電話 ０４２（７０１）７７０４ 

〒252-0303 南区相模大野６－２２－１（南保健福祉センター１階） 
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セ ン タ ー 名 称 電 話 番 号 所 在 地 

緑  

 

 

区  

橋 本 ０４２－７７３－５８１２ 緑区西橋本 3-1-14 

相   原 ０４２－７０３－５０８８ 緑区二本松 3-4-7 

大   沢 ０４２－７６０－１２１０ 緑区大島 1556（特別養護老人ホーム中の郷ユニット型内） 

城  山 ０４２－７８３－００３０ 緑区久保沢 1-3-1（城山総合事務所本館１階） 

津 久 井 ０４２－７８０－５７９０ 緑区中野 966-5 

相 模 湖 ０４２－６８４－９０６５ 緑区与瀬 896（相模湖総合事務所１階） 

藤   野 ０４２－６８６－６７０５ 緑区小渕 2000（藤野総合事務所４階） 

中 

 

 

央 

 

 

区 

小  山 ０４２－７７１－３３８１ 中央区宮下 1-1-21 

清  新 ０４２－７０７－０８２２ 中央区清新 3-6-1 

横  山 ０４２－７５１－６６６２ 中央区横山 1-2-15 グリーンハイム１階 

中  央 ０４２－７３０－３８８６ 中央区千代田 1-6-2 アスカマンション１-Ｃ号室 

星 が 丘 ０４２－７５８－７７１９ 中央区千代田 5-3-19 

光 が 丘 ０４２－７５０－１０６７ 中央区光が丘 2-18-87（光が丘ふれあいセンター内） 

大 野 北 第 １ ０４２－７０４－９５５１ 中央区淵野辺 3-20-15 淵野辺コート１階 

大 野 北 第 ２ ０４２－７６８－２１９５ 中央区鹿沼台 1-3-17 ヴィアーレ鹿沼台 1-Ｃ 

田  名 ０４２－７６４－６８３１ 中央区田名 1262-5 D+STYLE 上田名ビル１階 

上  溝 ０４２－７６０－７０５５ 中央区上溝 7-16-13 

南 

 

 

 

 

区 

大 野 中 ０４２－７０１－０５１１ 南区古淵 3-28-1 ランバーパート 6 １階 

大  沼 ０４２－７０５－５４３５ 南区若松 4-17-13 ソフィアビル１階 

大 野 台 ０４２－７５８－８２７８ 南区大野台 5-25-10 

大 野 南 ０４２－７６７－３７０１ 南区相模大野 3-1-33 丸徳ビル１階 7 号 

上 鶴 間 ０４２－７６７－２７３１ 南区上鶴間本町 6-28-14 

麻  溝 ０４２－７７７－６８５８ 南区下溝 756-6 （三和麻溝店Ｂ館３階） 

新  磯 ０４６－２５２－７６４６ 南区新戸 1716 （新戸デイサービスセンター内） 

相 模 台 第 １ ０４２－７６７－３８８８ 南区南台 5-12-21 品田ビル 1-Ａ 

相 模 台 第 ２ ０４２－７４１－６６６５ 南区麻溝台 6-26-4 旭マンション１階 

相 武 台 ０４６－２０６－５５７１ 南区新磯野 4-1-3 （相武台まちづくりセンター・公民館内） 

東 林 第 １ ０４２－７４０－７７０８ 南区東林間 5-5-1 

東 林 第 ２ ０４２－７０５－８２７８ 南区相南 1-7-17 

 

相模原市 地域包括支援センター 一覧 
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図１ 相談受付対応の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 夜間や休日の相談・連絡の場合              【参考】 夜間や休日の市民向け相談窓口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 自ら相談不可能とは、身体機能に障害がある場合や、認知症等による理解力の

低下等がある場合などにより、地域包括支援センターへの電話連絡や来所によ

る相談ができない場合などをいう。 

 

※２ 地域包括支援センターに電話連絡する場合には、次の情報について聞き取った

上で連絡するとスムーズに支援がつながる。 

    ・対象者氏名・生年月日・住所・相談者氏名・連絡先・相談の主訴 

    ・地域包括支援センターへの連絡についての同意 

  

※３ 養護者による虐待（疑いも含む）の場合は、各高齢・障害者相談課で相談を受

けている。虐待としての相談を迷う場合には、参考資料１「虐待予防・発見チ

ェックシート」を活用し、該当する場合には相談する。 

相談（電話・来所） 

相談受付・助言 

① 介護保険や介護

方法等に関する

軽微なもの 

③ 養護者による虐待の疑

い、困難事例、緊急性を

要する相談 

②介護方法や在宅福祉

サービス等、高齢者

全般に関する相談 
 

地域包括支援 

センターの案内 

地域包括支援センターに 

電話連絡※2 

ホッと！あんしんダイヤルの案内 

0120-268-124 
平日：午後 5 時～翌朝午前 8 時 30 分 

土・日曜日、祝日等：24 時間 

相談者自ら相談可能 相談者自ら相談不可能※1 

高齢者本人や家族等が 

夜間・休日に相談を希望する場合 

相談終了 
各高齢・障害者相談課 

に電話連絡※3 

市役所代表に 

電話連絡 

042-754-1111 

夜間・休日で緊急性がある場合 


